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令和８年度(令和７年度からの繰越分)青森県産業ＤＸモデル創出支援事業費補助金に関する留意事項 

 

１ 補助対象事業の実施 

（１）全体の注意事項 

 ・交付決定日以降に発注を行い、かつ申請書の実施期間の範囲で契約、納入、請求、支払が行

われた経費のみが対象となります。 

 ・事業完了後の実績報告時に、全経費区分とも支出実績の明細を作成し、提出してください。 

 ・事業費を支出する際は、支出実績を証する見積書、納品書、請求書、領収書（銀行振込書を

含む。）を保管し、実績報告の際、前記の資料の写しと併せて、銀行通帳の写し（引き去り

部分、口座番号及び氏名）、また、委託料等は契約書や成果報告書の写しを添付し提出して

ください。支払が書類（銀行通帳等）で確認できない場合は、補助金のお支払いができない

ことがあります。 

 ・法人名義のクレジットカードや約束手形・小切手での支払については、事業実施期間内（令

和９年２月 26日まで）に決済（現金で通帳などから引き落とし）されたもののみ補助対象

となり、それ以外（約束手形での領収書のみなど）は対象とはなりません。 

※手形のミミ（写し）も実績報告時に必要となります。 

 ・支払は、他の取引との区分を明らかにするため、対象経費単独での支払にするとともに、事

業期間内に終了してください。 

 ・事業費の支払いの際に併せて支払う（仮払）消費税は補助対象外ですので、実績報告時は税

抜金額を記載くださるようお願いします。 

 

（２）補助対象経費について 

   補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金

額等が確認できる以下の経費です。 

経費区分 経費の説明 注意事項 

謝 金 事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために

依頼した専門家に謝礼として支払われる経費 

謝金・旅費を対象とする場合

は、出張の日時、相手方、内

容がわかる日報を作成し、実

績報告時に添付してくださ

い。 

旅 費 事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行う

ため又は会議や打ち合わせ等に参加するため

の旅費として、依頼した専門家、補助事業者又

は連携参加者に支払われる経費 

事業費 ①会議費 

事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討

を行うための会議を開催する場合の必要物品

（お茶代を含む。）として支払われる経費 

・委託料などの費目で、調査

研究等を委託する場合は、委

託する内容、金額、委託期間

などを記載した契約書を作成

するとともに、委託期間終了

後には、その成果報告を受託

者より受領してください（契

約前に相見積をとるよう努め

②会場借上料 

事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討

を行うための会議を開催する場合の会場費と

して支払われる経費 

別添１ 
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経費区分 経費の説明 注意事項 

③通信運搬費 

事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等と

して支払われる経費 

ること）。 

・月額・年額で使用料金が定

められている形態の製品（サ

ブスプリクション販売形式

等）は、期間に応じた按分等

の方法により対象となる額を

算出します。 

④借損料（リース料） 

事業遂行に必要な機器・設備類のリース料、

レンタル料として支払われる経費 

⑤マーケティング調査費（広報費、展示会等出 

展料等を含む。） 

ア 広報費 

    事業遂行に必要なパンフレット・ポスター

等を作成するため及び広報媒体等を活用す

るために支払われる経費 

イ 展示会等出展料等 

新商品・新サービスなど新ビジネスを展示

会等に出展するために支払われる経費 

ウ マーケティング調査費 

事業遂行に必要なユーザーニーズ調査等

を行うための経費及び調査員等を雇うため

に支払われる経費 

⑥委託料（コンサルタント費を含む。） 

上記の①から⑤に該当しない経費であって、

事業遂行に必要な調査等を委託するために支

払われる経費（開発等に係る経費を除く。） 

⑦クラウドサービス利用料 

開発等にあたり必要なシステムを構築する

ために、クラウドサービスを利用するために支

払われる経費 

開発費 ①原材料費 

事業遂行に必要な材料・部品を購入するため

に支払われる経費 

・㋐新商品・新サービスなど新

ビジネスの創出に向けた取組

㋑新たな顧客の獲得に向けた

取組㋒労働生産性の向上に資

する取組のいずれかに該当す

る取組で、開発等を行う目的

（補助事業の目的）とみなされ

ない場合は補助対象となりま

せん。 

・項目内でいう「開発等」とは、

ソフトウェア、ハードウェアの

開発だけではなく、デジタルマ

ーケティングの企画・制作など

②加工費 

事業遂行に必要な開発等の外注加工を行う

ために支払われる経費 

③システム構築費 

事業遂行に必要な開発等のシステムを作成

するためにＩＴ企業などに外注する場合に支

払われる経費 

④開発等に直接従事する従業員等（県内に住所

を有する者に限る。）の人件費（ただし、直接

作業時間に対するものに限る。） 



- 3 - 

経費区分 経費の説明 注意事項 

・事業遂行に必要な開発等に直接従事する従業

員等のうち、県内に住所を有する者が開発等

に直接従事した時間に対して支払われる人

件費 

・開発等にかかる人件費が対象となりますの

で、役員が開発等に従事しても、役員報酬に

相当する部分は対象となりません。 

・また、人件費の計算は、下記のとおり計算す

ることとし、賃金台帳を提出していただきま

す。 

・人件費基本給×補助金従事時間割合 

＝人件費 

・人件費基本給は、賃金台帳に記載されている

金額 

・補助金従事時間割合は、補助金対象の作業に

直接従事した時間÷1月あたりの全労働時間 

 

アイディアを創出する行為に

ついても開発に含みます。 

・「原材料」を補助対象経費と

して購入した場合は、受払簿を

整備して、受払いの都度、受払

年月日、数量等の事項を記載

し、保管してください。補助事

業に使用しなかった「原材料」

は補助対象となりません。 

・人件費を対象とする場合は、

対象となる従業員の住所が確

認できる書類（雇用契約等）、

業務記録及び業務日報等、対象

業務に従事したこと及び従事

した時間等が確認できる書類

を作成し、実績報告時に添付し

てください。 

 

物品購入費 ①機械装置費 

事業遂行に必要な機械装置を購入するため

に支払われる経費 

・物品購入費を補助対象とす

る場合は、対象となる物品等の

購入の際に、納品書等の購入し

たことが確認できる書類を保

管し、実績報告時に添付してく

ださい。 

・機械装置費、物品費について

は、必要だと認められるか判断

が難しい場合は事前に御相談

ください。 

②物品費 

事業遂行に必要な物品を購入するために支

払われる経費 

③消耗品費（印刷製本費、資料購入費を含む。） 

・事業遂行に必要な消耗品を購入するために支

払われる経費 

・事業遂行に必要な資料や印刷物作成を行うた

めに支払われる経費 

・事業遂行に必要な図書、資料等を購入するた

めに支払われる経費 

 

（３）対象経費の支払方法について 

・対象経費の支払については、「現金払」は避けてください。銀行振込を活用することで、支

払行為（現金の流れ）が明確となり、実績報告の際、事業者の皆様及び当方の両者の時間的

コストが節減され、かつ資料管理が容易となります。 

・また、本補助金用の「専用口座」を開設し、収支管理を行うことで、事務手続きの円滑化が

図られます。 
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（４）国の会計検査について 

国の会計検査が５年以内に実施される可能性がありますので、補助事業を行うに当たっ

ては、特別会計を設置する等の区分経理を行ってください。 

 

２ 補助事業の内容等の変更 

  補助事業に要する経費の配分の変更（それぞれの経費の 20パーセント以内の変更を除く。）

又は補助事業の内容の変更（事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがない軽微な変更

を除く。）をする場合は、交付要綱第６第１号に基づき、あらかじめ事業変更承認申請書（第

４号様式）を提出し、承認を受ける必要があります。経費や事業内容に変更が生じる場合は、

事前にＤＸ推進課担当までご連絡ください。 

  スケジュール管理が十分でなく、事業の実施内容、成果及び資金繰りに支障を来すことのな

いよう、事前のスケジュール作成及び進捗管理については、十分ご留意ください。 

 

３ 状況報告 

  令和８年 11月 30日までの遂行状況について、交付要綱第 10に基づき、事業遂行状況報告

書（第８号様式）に添付資料を付して、令和８年 12月４日までに提出してください。 

 

４ 実績報告 

  補助事業が完了した場合は、交付要綱第 11 に基づき、完了の日から起算して 10 日を経過

した日又は令和９年２月 26 日のいずれか早い期日までに、事業完了実績報告書（第 10 号様

式）、補助対象経費に係る支払証拠書類（見積書、契約書（又は請書）、納品書、請求書、振込

依頼書、小切手・手形のミミ（控え）、領収書、預金通帳等）等の写しを提出してください。 

 

５ 事業の完了検査 

 ・事業の完了検査は、補助金を交付するために提出資料と原本を確認する作業で、補助金を交

付する上で必要不可欠な手続きです。事業担当者と経理担当者の方の対応について、御協力

をお願いします。 

 ・事業完了実績報告書に添付した支払証拠書類の原本や当座勘定照合表などを、事業の実施場

所等（事業所）で確認します。 

  ※その際、該当部分に付箋などの目印を添付することで、速やかに確認作業を行うことがで

きます。 

 ・補助事業実施の成果について、内容を確認します。 

 

６ 補助金の交付 

  交付要綱第８に基づく補助金の交付は、補助事業の完了後となります。 

  提出された事業完了実績報告書の審査の結果、不備がなければ補助金額を確定し、通知しま    

  す。 

その後、交付要綱第９に規定する補助金請求書（第７号様式）を提出いただき、補助金の支  

払（交付）をすることになりますが、これらの手続に 30日程度要しますので御注意ください。 

 

７ 帳簿の整備 

  交付要綱第６第４号に基づき、補助事業者は帳簿を整備する必要があります。収支の事実を
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明確にした証拠書類（発注から支払まで）の整理を確実に行うとともに、帳簿等への記載を確

実に行ってください。 

また、証拠書類等は事業終了後の翌年度の４月１日から５年間（令和 13年度末まで）保存

してください。 

 

８ 監査 

  地方自治法第 199 条の規定に基づき、県の監査委員により補助事業に係る出納その他の事

務についての監査が行われる可能性があります。 

 

９ その他 

  事務手続の詳細については、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

【担当(問合せ先)】 

ＤＸ推進課 産業・しごとＤＸグループ 小島 

電 話：017-734-9418  

メール：dxsuishin@pref.aomori.lg.jp 


